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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

北
区
赤
羽
台
四
丁
目
三
百
十
四
番
一
、
同

番
十
五
及
び
同
番
二
十
三

令
和
四
年
十
月
二

十
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
四
号

平
成
十
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
四
号
に
よ
り
告
示
し
た
一

団
地
等
の
区
域
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消

し
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
等
の
区
域
の
地
名
地
番
及
び
取
消
年

月
日

認
定
を
取
り
消
し
た
区
域
の
地
名
地
番

取
消
年
月
日

江
東
区
青
海
一
丁
目
九
番
一
か
ら
同
番
六
ま

で
、
同
番
七
の
一
部
、
同
番
八
、
同
番
九
、

同
番
十
の
一
部
、
同
番
十
一
、
十
番
一
の
一

部
、
同
番
二
、
同
番
三
、
同
番
四
の
一
部
及

び
同
番
五

令
和
四
年
十
月
二

十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
四
年
十

月
三
十
一
日

青
梅
市
新
町
九

丁
目
二
千
二
百

一
番
二
十
九
の

一
部

延
長一

九
・
二
八

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
に
お
け
る
と
び
う
お
流
し
刺
し
網
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め

た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申

請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
六
日
ま
で
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公

告

東
京
都
知
事
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四

年
十
一
月
十
六
日
に
表
彰
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は
名
称

事
績
の
概
要

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
】

鈴
木

勝
一
路

大
嶋

英
二

菊
池

清

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

堀
口

義
晃

八
幡

喜
久
雄

糸
井

喜
一
郎

根
岸

輝
行

長
久
保

伸
一

小
倉

泰

中
田

好
惠

岸

美
枝
子

市
川

芙
美
子

倉
本

深
幸

辻

初
枝

月
城

美
紀

五
十
嵐

惠
子

小
林

三
郎

今
宮

忠
則

益
川

吉
晴

五
十
嵐

孝
之

前
田

欣
彦

細
井

昭
夫

荒
井

幸
司

川
下

勝
利

田
中

実

小
西

久
美
子

中
山

芳
子

西
田

昇

黒
澤

巖

齋
藤

儀
織

加
藤

誠
二

吉
野

真
美

中
田

徳
彦

石
井

美
千
子

新
井

邦
夫

齋
藤

彰

松
田

孝
子

宮
腰

亮

加
藤

惠

笹
木

延
吉

川
久
保

悦
子

大
澤

加
壽
子

髙
木

紀
美
子

宮
田

萬
利
子

佐
藤

桂
子

小
林

美
穂
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倉
田

初
子

山
本

啓
文

神
田

順
恵

田
中

啓
夫

江
川

絵
美

中
元

節
子

齊
藤

庸
一

直
井

義
治

真
山

明
夫

波
多
野

ま
つ
江

林

美
代

鈴
木

伸
幸

冨
坂

保
春

齊
藤

和
彦

照
井

英
里
子

上
田

浩
憲

小
島

嘉
子

綱
川

智
久

清
水

洋
子

工
藤

哲
也

野
村

公
子

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
団
体
】

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
東

京
都
第
六
十
四
団

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

【
模
範
青
少
年
】

溝
上

明
日
香

矢
田

健
人

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

正
木

亜
実

田
中

伸
空

【
模
範
青
少
年
団
体
】

小
池
自
治
会
剣
道
部

江
戸
川
区
子
ど
も
会

連
合
会

西
小
松
川

支
部

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

町
田
市

玉
川
学
園

子
ど
も
ク
ラ
ブ

こ

ろ
こ
ろ
児
童
館

子

ど
も
委
員
会

月
島
交
通
少
年
団

高
尾
交
通
少
年
団

荒
川
区
立
第
一
中
学

校
生
徒
会

町
田
消
防
少
年
団

福
生
消
防
少
年
団

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
栄
町
一
丁
目
六
百
三
十

六
番
及
び
六
百
三
十
七
番

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
二
千
三
百

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

三
十
番
一
及
び
同
番
三

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

稲
城
市
大
字
大
丸
字
八
号
九
百
七

十
五
番
二
、
九
百
七
十
六
番
一
の

一
部
、
九
百
七
十
七
番
一
、
同
番

二
の
一
部
、
同
番
三
及
び
九
百
七

十
八
番
一
の
一
部

稲
城
市
大
丸
九
百
八
十
二
番
地

芦
川

孝
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